
　〇盛土規制法に関する事務申請等マニュアル主な改正箇所

ページ 内容

１　概要

P９ 舗装のみを行う面積は造成する面積に含めない旨を追記

P９ 「図１－８ 面積算定方法」に補足説明を追記

P１３
・切土により四方の高さに合わせて平坦にする場合についても許可の対象外

　である旨を追記

３　許可申請の流れ

P１８～１９ 手数料の考え方について補足説明を追記　

P１９ 適合証明手数料改定（３５０円⇒４００円）

P２０ 標準処理期間について、土曜日、日曜日及び祝祭日は含まれない旨を追記

４　事前協議

P２１

・事前協議の実施方法を修正（対面での協議の文言を削除）

・相談ページの案内を追記

・事前協議・住民への周知・法令確認は並行でも可能である旨を追記

５　許可申請書作成要領

P２３～３２

P４５～５０

必要書類一覧の修正

【主な改正箇所】

・役員の確認書類に運転免許証を追記

・１５ その他に「疑義照会の修正事項一覧表（事前審査段階を含む）」を追記

・擁壁の断面図、背面図に明示すべき事項を追記

・備考欄に参考図書を追記

８　変更許可申請書及び変更届出書作成要領

P５５、５７ 変更許可申請書の記載の注意事項及び記載例を追記

９　許可後における留意事項

P５８ 公表事項に、「工事主の氏名又は名称」を追記

P６１
・完了検査の際に、地盤調査を実施した場合は結果の添付が必要である旨を追記

・完了検査の際の工事写真の撮影方法についての詳細を追記

１３　申請等窓口

P７６
・許可証等の交付について、本人確認が必要である旨を追記

・県庁窓口（許可権者）の係名の変更

１４　問合せ先

P７８ 県庁窓口（許可権者）の係名の変更

１５　参考資料

P８０ 公共施設用地となる河川について、「市町村が条例等で管理する普通河川」を追記

第３号様式 土地の同意状況調査書に補足を追記

参考様式３ 工事施行者の事業経歴書に建設業許可の期限切れについての注意書きを追記


